






























金沢・鶴見工場浸水対策基本計画・基本設計業務委託

特記仕様書

１ 委託概要 

金沢工場及び鶴見工場は、東京湾に面する沿岸部に位置しており、地震による津波や高潮等の水害

において、浸水による機能不全や機能停止が懸念される状況にある。

本業務は、両工場において地震による津波や気候変動等により激甚化する水害による浸水に対し、

被害の軽減、並びに事業の継続を目的とした適切な対策を講じるための浸水対策基本計画及び基本設

計を行うものである。

２ 履行場所 

設計書のとおり

３ 履行期限 

設計書のとおり

４ 適用する仕様書等 

本業務は原則として本特記仕様書及び下記の仕様書等に従って行うものとする。 

・委託共通仕様書（横浜市資源循環局）(令和２年４月版)（下記 URL(1)参照）

・資源循環局構内作業基準(令和２年３月版)（下記 URL(1)参照）

・個人情報取扱特記事項(平成 27 年 10 月版)（下記 URL(1)参照）

・電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項(平成 27 年 10 月版)（下記 URL(1)参照）

・電子納品に関する特記仕様書(令和元年５月版)（下記 URL(1)参照）

＜URL(1)＞

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/shigen/shiyousyo/shiyous

ho.html 

５ 委託内容 

(1) 計画準備

業務の主旨及び目的を把握したうえで業務計画書の立案等の業務実施に係る準備を行う。

(2) 浸水想定の確認

ア 津波による浸水想定

平成 27 年６月に神奈川県が作成した津波浸水想定図を基に立地条件等の既往資料から

当地において想定される津波による浸水区域及び水深の確認を行う。

イ 高潮による浸水想定

平成 31 年４月に神奈川県が作成した高潮浸水想定区域図を基に立地条件等の既往資料

から当地において想定される高潮による浸水区域及び水深の確認を行う。

16



(3) 既往資料整理及び現地調査

既往資料の現地調査を実施し、各施設の位置及び設置高さを確認する。

ア 既往資料の整理

竣工図や改修図等の既往資料を確認し、施設・設備各部の位置及び高さ等を把握する。 

イ 現地調査

現地調査を実施し、現況を把握する。建物周囲の状況や図面では確認できない配管貫通

部などの対策対象箇所、また対策対象となる開口部及び貫通部廻りの支障物の確認等を行

う。

(4) 施設・設備の重要度の検討

各施設・設備の目的や機能を踏まえ、重要度により格付けし選別する。

ア リスク回避施設・設備

浸水による機能停止、喪失を回避しなければならない、他に代替えすることのできない

機能を有する施設・設備を抽出し選別する。

イ リスク低減施設・設備

浸水により機能停止、喪失した場合においても交換や代替え手段により応急復旧が可能

な施設・設備を抽出し選別する。

ウ リスク保有施設・設備

浸水により機能停止、喪失した場合において工場機能に大きな影響を及ぼさない施設・

設備を選別する。

エ 重要度の格付け

検討した施設・設備の重要度と共に復旧に係る費用や工期等を踏まえ、重要度の格付け

を行う。

(5) 基本計画策定

調査・検討を踏まえ、対策災害規模、浸水対策範囲及び対策高さを検討し、浸水対策工法等

基本方針を策定する。

(6) 関係法令整理

ア 関係法令整理

浸水対策に伴う施設改修に関する法令整理を行う。

イ 各種手続、届出等

浸水対策に伴う施設改修おいて、必要となる各種手続や届出について整理を行う。

(7) 基本設計

基本方針に基づき対策箇所並びに仕様を検討し、対策位置図、対策仕様一覧表等基本設計図

を作成する。

(8) 概略工事工程表及びフローの検討

対策工事に係る工事工程表及びフローを検討する。

(9) 概算工事費算出

基本設計図に基づき対策工事に係る概算工事費を算出する。

(10) 機能復旧フローの検討

浸水施設・設備について、発災から機能復旧までのフローを検討し作成する。
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(11) ＢＣＰ【浸水対策】（事業継続計画）案の策定

上記の検討を踏まえた総括として、事業継続計画素案を策定する。

(12) 報告書作成

６ 成果品のとおりとする。

６ 成果品 

(1) 報告書（本編）：1部（Ａ４ファイル）

(2) 報告書（概要版）：1部（Ａ３判）

(3) 電子データ：1部（Word、Excel 等で作成することとし、CD-ROM もしくは DVD-ROM にて提出）

(4) 打合せ記録、その他調査・検討過程の資料で委託者が必要と認めるもの。

７ 注意事項 

(1) 基本計画策定においては、監督員とともに現地調査を行い計画上の留意点や方針の共有を図

り必要な内容を反映させる。

(2) 本業務において建物の耐震性は考慮しないものとする。

(3) 本業務において対象敷地及び周辺の液状化は考慮しないものとする。

(4) 両工場の建設工事の図面等は貸与することができる。

(5) 工場で現地調査等を行う場合は事前に監督員と協議すること。

(6) 工場で現地調査等を行う場合は本市収集車両等の通行の妨げにならないよう充分注意するこ

と。

(7) 受託者は、本業務の履行中に知り得た情報については、いかなる理由があっても委託者の承

諾なしに他に漏らしてはならない。

(8) 成果品又は業務遂行上得られた成果については、本仕様書において特にその帰属を限定した

もの以外は全て委託者の所有とし、本市の指示または承諾がある場合を除き、受託者は、他

に公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。

(9) 業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
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案 内 図 

資源循環局金沢工場 

資源循環局鶴見工場 

金沢工場 

鶴見工場 
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